
 

旭川医科大学政府調達細則の一部を改正する細則を次のように定める。 

 

（令和２年１２月１６日学長裁定） 

 

旭川医科大学政府調達細則の一部を改正する細則 

 

旭川医科大学政府調達細則（平成16年7月14日学長裁定）の一部について，下表右欄（「現行」欄）を同表左欄（「改正後」欄）のように改

正する。 

 

※下線部分は，改正箇所を示す。 

改正後 現行 

第1条～第5条（略） 

（一般競争の公告） 

第6条 契約を担当する職員は，特定調達契約につき一般競争に付そ

うとするときは，その入札の期日の前日から起算して少なくとも4

0日前（一連の調達契約に関し，その最初の契約に係る入札の公告

において，その後の契約に係る入札の公告において24日以上40日

未満の入札期間を定めることを示す場合には，当該その後の契約に

ついては，その定めた期日まで）に官報により公告しなければなら

ない。ただし，急を要する場合においては，その期間を10日まで

短縮することができる。 

2（略） 

第7条～第10条（略） 

第1条～第5条（略） 

（一般競争の公告） 

第6条 契約を担当する職員は，特定調達契約につき一般競争に付そ

うとするときは，その入札の期日の前日から起算して少なくとも4

0日前（一連の調達契約に関し，その最初の契約に係る入札の公告

において，その後の契約に係る入札の公告において24日以上40日

未満の入札期間を定めることを示す場合には，当該その後の契約に

ついては，その定めた期日まで）に官報により公告しなければなら

ない。ただし，急を要する場合においては，その期間を10日まで

短縮することができる。 

2（略） 

第7条～第10条（略） 

（技術仕様） （技術仕様） 

第11条 学長又はその委任を受けた職員が，環境に関するラベルの

ために定める環境を害しない技術仕様又は欧州連合，グレートブ

リテン及び北アイルランド連合王国若しくは日本国において効力

を有する関係法令に定める環境を害しない技術仕様を適用する場

合には，これらの技術仕様に関し，次のことを確保しなければな

第11条 学長又はその委任を受けた職員が，環境に関するラベルの

ために定める環境を害しない技術仕様又は欧州連合若しくは日本

国において効力を有する関係法令に定める環境を害しない技術仕

様を適用する場合には，これらの技術仕様に関し，次のことを確

保しなければならない。 



らない。 

(1) 契約の対象である物品又はサービスの特性を定めるために適

当なものであること。 

(1) 契約の対象である物品又はサービスの特性を定めるために適

当なものであること。 

(2) 客観的に検証可能かつ無差別な基準に基づくものであるこ

と。 

(2) 客観的に検証可能かつ無差別な基準に基づくものであるこ

と。 

2 学長又はその委任を受けた職員は，調達の実施に関する環境上の

条件を定めることができる。ただし，当該環境上の条件が，国際

約束に定める規則と両立しており，かつ，調達計画の公示におい

て又は調達計画の公示若しくは入札説明書として使用される他の

公示において示されている場合に限る。 

2 学長又はその委任を受けた職員は，調達の実施に関する環境上の

条件を定めることができる。ただし，当該環境上の条件が，国際

約束に定める規則と両立しており，かつ，調達計画の公示におい

て又は調達計画の公示若しくは入札説明書として使用される他の

公示において示されている場合に限る。 

第12条～第14条（略） 第12条～第14条（略） 

（落札者の決定に関する通知等） （落札者の決定に関する通知等） 

第15条 契約を担当する職員は，特定調達契約につき一般競争又は

指名競争に付した場合において，落札者を決定したときは，その

日の翌日から起算して7日以内に，落札者を決定したこと，落札者

の氏名及び住所並びに落札金額を，落札者とされなかった入札者

に書面により通知するものとする。この場合において，落札者と

されなかった入札者からの請求があるときは，当該請求を行った

入札者が落札者とされなかった理由（請求を行った入札者の入札

が無効とされた場合にあっては，無効とされた理由）を，当該請

求を行った入札者に通知するものとする。 

第15条 契約を担当する職員は，特定調達契約につき一般競争又は

指名競争に付した場合において，落札者を決定したときは，その

日の翌日から起算して7日以内に，落札者を決定したこと，落札者

の氏名及び住所並びに落札金額を，落札者とされなかった入札者

に書面により通知するものとする。この場合において，落札者と

されなかった入札者からの請求があるときは，当該請求を行った

入札者が落札者とされなかった理由（請求を行った入札者の入札

が無効とされた場合にあっては，無効とされた理由）を，当該請

求を行った入札者に通知するものとする。 

2 契約を担当する職員は，特定調達契約につき，一般競争又は指名

競争により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定し

たときは，その翌日から起算して72日以内に，次に掲げる事項を

官報により公示しなければならない。 

2 契約を担当する職員は，特定調達契約につき，一般競争又は指名

競争により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定し

たときは，その翌日から起算して72日以内に，次に掲げる事項を

官報により公示しなければならない。 

(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量 (1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量 

(2) 契約を担当する職員の氏名並びにその所属する部局の名称及び

所在地 

(2) 契約を担当する職員の氏名並びにその所属する部局の名称及び

所在地 



(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日 (3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日 

(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所 (4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所 

(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額 (5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額 

(6) 契約の相手方を決定した手続き (6) 契約の相手方を決定した手続き 

(7) 一般競争又は指名競争によることとした場合には，第6条の規定

による公告又は第8条の規定による公示を行った日 

(7) 一般競争又は指名競争によることとした場合には，第7条の規定

による公告又は第8条の規定による公示を行った日 

(8) 随意契約による場合にはその理由 (8) 随意契約による場合にはその理由 

(9) その他必要な事項 (9) その他必要な事項 

第16条～第20条（略） 第16条～第20条（略） 

附 則  

1 この細則は，包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブ

リテン及び北アイルランド連合王国との間の協定が効力を生ずる

日から施行する。 

 

2 この細則は，この細則の施行の日前において行われた告示その他

の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに

関する事務については，適用しない。 

 

  

【改正理由】  

2020年10月23日に「包括的な経済上の連携に関する日本国と

グレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定」

（以下「協定」という。）への署名が行われ，第203回国会（令

和2年臨時会）において協定締結について承認されたことに伴

い，所要の改正を行うとともに，規定の整備を図るものである。 

 

 


